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平
成
十
九
年
三
月
よ
り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し

た
。 当

事
務
所
は
、
税
務
会
計
だ
け
で
な
く
、
事
業
の
売
上
増
ま
で
ト

ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
お
り
ま
す
。
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム

（
問
題
解
決
の
手
段
）
と
し
て
、【
①
税
務
相
談
】【
②
巡
回
監
査
】【
③

医
業
経
営
支
援
】【
④
経
営
計
画
】【
⑤
売
上
増
支
援
】【
⑥
業
務
改
善
】

【
⑦
企
業
再
生
】【
⑧
人
事
Ｍ
Ａ
Ｓ
】【
⑨
Ｉ
Ｓ
Ｏ
】【
⑩
知
的
財
産
権
】

【
⑪
投
資
信
託
】
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
を
ホ
ー
ム

ー
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
動
画
で
も
サ
ー
ビ
ス
を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
て
お
り
ま

す
。【
事
務
所
の
ご
案
内
】【
増
販
増
客
支
援
】【
人
事
制
度
の
構
築
支

援
】
【
経
営
計
画
の
立
案
と
予
実
管
理
】
【
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
使
っ

た
業
務
改
善
】【
経
費
削
減
】
の
六
項
目
が
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
、
セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内
や
事
務
所
の
ブ
ロ
グ
等
、
当
事
務

所
の
最
新
情
報
も
随
時
更
新
し
て
い
き
ま
す
。
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。 同

時
に
無
料
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
『
プ
ロ
が
教
え
る
売
上
ア
ッ
プ
の

コ
ツ
』
の
会
員
も
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
同
封
の
資
料
を
ご

覧
下
さ
い
。 

当
事
務
所
の
サ
ー
ビ
ス
に
興
味
の
あ
る
方
も
経
営
で
お
悩
み
の
方

も
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

http://www.yukumoto.com  《１面》

～ 平成 19 年度税制改正のポイント 役員給与関係 ～ 
平成 18 年度税制改正により、法人の役員給与に関する規定が改正されましたが、平成 19

年度税制改正において、以下の内容について一部改正が行われました。 

 

１．特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用緩和 
実質的な一人会社（特殊支配同族会社）の業務主宰役員に支給する役員給与の一部を

損金不算入とする制度について、適用除外とされたのは、 

①基準所得金額が年 800 万円以下 

②基準所得金額が年 3,000 万円以下で、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役

員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が 50％以下 

のいずれかの場合とされていましたが、①の基準所得金額の要件が 1,600 万円以下に

引き上げられ、その適用が緩和されることになりました。 

 なお、平成 18 年 4 月 1日から平成 19 年 3 月 31 日の間に開始する事業年度について

は、従前の 800 万円が適用されますのでご注意ください。 

 

２．定期同額給与についての見直し 
期中に役員の職制上の地位の変更等（例えば、専務から代

表取締役へ）によって改定された定期給与についても、定期

同額給与として損金算入が認められることになりました。 

 

３．事前確定届出給与の届出期限の見直し 
事前確定届出給与について、役員給与を定める決議をする株主総会等の日から 1ヶ月

を経過する日か、会計期間開始日から 4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までに届け

出ればよいことになりました。 

また、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員（例えば、非常勤役員）に

支給する給与については、事前確定届出給与の届出が不要になりました。 

 

※ 上記の適用は、平成 19 年 4 月 1日以後に開始する事業年度からです。 

 

その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、最寄の税務署か顧問税理士にご相談ください。
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～現実を直視しない経営者～ 
 
 
 
 
 
 
信用は収縮します。この意味

は、業績が悪くなると結果的に

借入金の返済期間が短縮する

ことです。簡単な絵解きをして

見ましょう。多大な借入金を抱

える会社は業績が芳しくあり

ません。業績が芳しくないと、

借入金の返済原資が発生しま

せん。借入金の返済は全て利益

（厳密にはキャッシュフロー）

に依存しています。これほど、

明確な理屈はないのです。バブ

ル期には、資産価値の増加と利

益の発生とがこの点を賄って

きました。ただし、資産価値の

増加も利益の発生も自然発生

的なものに起因していました。

現在はバブルも去り、この自然

発生的な要因は消滅してしま

いました。つまりは、利益はほ

どほどで、かつ多大な借入金を

抱える状態に陥っている、この

ような企業が数多く存在する

ことになったのです。 

 
利益は少額（極端なときは赤

字企業）で多大な借入金を抱え

る企業は、いわゆる信用が収縮

し、つまりは返済期間が次第に

短くなり、どんどん資金繰りが

厳しくなります。少額の利益の

中から借入金を返済している

ものですから、当然、利益が借

入金の返済額に追いつきませ

ん。そこで、返済のための融資

を要請することになります。 
この循環が始まると、経営者

の頭の中は一種の麻痺状態が

生じ始めます。つまり、資金繰

りに窮することへの不安感と、

借入金を借入金で賄いながら

も資金繰りが循環しているこ

とへの安定感とが微妙に混在

する状態になるのです。 
この不安感と安定感とは経

営者をして、現実を直視しなく

する副作用を起こさせるよう

です。このようになると、企業

の再生は不可能になります。ま

ずは、経営者が現実を直視する

必要があります。そうしますと、

不採算部門からの撤退も容易

に可能になるのです。また、あ

らゆるリストラも決断できま

す。 

 

 
 
 

職員コラム Vol.1２ 新入社員紹介  行本会計事務所に新しい風が吹きました！ 
平成１９年４月から５月に新しく入社した４名の社員をご紹介します。 

①名前（性別） ②所属 ③担当業務 ④入社日 ⑤趣味 ⑥コメント 
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《２面》  http://www.yukumoto.com ◆ＳＴＥＰ◆行本会計事務所通信 

①三原（女性） ②山口本社 ③給与計算

④５月１日 ⑤書道 

⑥知識の豊富な先輩方をお手本にし、 

自己の可能性を追求していきます。 

①熊野（女性） ②防府支店 ③総務 

④４月１日 ⑤演劇鑑賞・スポーツ観戦 

⑥これからたくさんの経験を積み、期待 

以上の結果が出せる社員になります。 

①今田（女性） ②広島支店 ③総務 

④４月１日 ⑤旅行 

⑥向上心を持ち、日々進歩できるよう業務

に励んでいきます。 

①板本（女性） ②福岡支店 ③総務 

④４月１日 ⑤読書 

⑥経営のアドバイスができる監査担当者を

目指します。 



 

 

 

 

 

当社（行本会計事務所）は、３月２２日、株式会社西

京銀行（周南市、渡邊孝夫頭取）の保有する西京リース

株式会社（周南市銀南街４番地ウエスト９２ビル７階、

資本金１４億円、平石正彦社長）の全株を譲り受け、関

連子会社化しました。両社の「協業的Ｍ＆Ａ」により、

地域中小企業の総合的経営支援機能を強化し、顧客、行

本会計事務所、西京銀行の三者が利点を得られる構図を

作りました。 

 

 

 

 

今回の提携には、安倍内閣の掲げる『再チャレンジ支

援総合プラン』を受け、金融庁が金融機関に対し、担保

や保証に過度に依存しない融資推進の要請をしているこ

とが背景にあります。西京リースは、西京銀行の可能な

直接的融資に加え、リース業や金融保証業など、多様な

ファイナンス業務ができます。これに、当社の企業再生

のコンサルティングノウハウを加えることで、経営計画

策定支援や、財務分析、人事診断、相続税試算、株価試

算、増販増客支援といった高度な『ソリューションアイ

テム（問題解決の手段）』を融資とセットで提供すること

が可能になります。こうした提携は全国的にも例を見な

いので、今後、当社は西京銀行とのアライアンスを推し

進めていくつもりです。
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お問い合わせ 

行本会計事務所 山口本社 徳原まで 



 

《４面》  http://www.yukumoto.com ◆ＳＴＥＰ◆行本会計事務所通信 

中国、九州地区５市に拠点を置き活動しています

お名前、ご住所などの情報は、セミナーなどのご案内や弊社事務所通信のお届けなど、当社の営業活動に限って使用させていた
だいております。今後ご案内等が不要の場合は、大変恐れ入りますが下記に御社名を記入後、右下の□欄に を入れ、この紙を
折り目に沿って半分に切ってＦＡＸでご返信ください。 

御社名                   

ＦＡＸ：0835-22-1166 行本会計事務所 防府支店   今後案内等は不要ですので受け取りを拒否します →  

【山口本部】 
山口市矢原642-26 

TEL 083-925-1383 

FAX 083-925-1349 

【広島支店】 
広島市中区大手町5-16-1 

たかのばしハイツ2F

TEL 082-545-2320 

FAX 082-545-2307 

【福岡支店】 
福岡市博多区博多駅東2-18-30

八重洲博多ビル5F

TEL 092-431-6650 

FAX 092-431-6621 

【萩支店】 
萩市大字椿2760-6 

TEL 0838-24-0086 

FAX 0838-24-0087 

【防府支店】 
防府市佐波1-13-1 

TEL 0835-27-2700 

FAX 0835-22-1166 

 

【6月】 

・4月決算法人の確定申告 
申告期限：7月 2日 
 
・10 月決算法人の中間申告 
申告期限：7月 2日 
 
・消費税の年額が 400 万円超の
1 月、7 月、10 月決算法人の
3月ごとの中間申告 
申告期限：7月 2日 
 
 
・5 月分源泉所得税・住民税の
特別徴収税額・納期の特例を受
けている者の住民税の特別徴収
額の納付 
納期限：6月 11 日 
 
 
・個人の道府県民税及び市町村
民税の納付 
納期限：6月中において市町村

の条例で定める日 

【7 月】 

・5 月決算法人の確定申告 
申告期限：7月 31 日 
 
・11 月決算法人の中間申告 
申告期限：7月 31 日 
 
・消費税の年額が 400 万円超の
2 月、8 月、11 月決算法人の
3月ごとの中間申告 
申告期限：7月 31 日 
 
・6 月分源泉所得税・住民税の
特別徴収税額の納付 
納期限：7月 10 日 
 
・所得税の予定納税額の納付 
納期限：7月 31 日 
 
・所得税の予定納税額の減額申
請 
申請期限：7月 31 日 
 
・固定資産税の第 2期分の納付
納期限：7月中において市町村

の条例で定める日 

【8 月】 

・6 月決算法人の確定申告 
申告期限：8月 31 日 
 
・12 月決算法人の中間申告 
申告期限：8月 31 日 
 
・消費税の年額が 400 万円超の
3 月、9 月、12 月決算法人の
3月ごとの中間申告 
申告期限：8月 31 日 
 
・7 月分源泉所得税・住民税の
特別徴収税額の納付 
納期限：8月 10 日 
 
・個人事業者の 19 年分の消費
税、地方消費税の中間申告 
申告期限：8月 31 日 
 
・個人事業税の納付 
納期限：8月中において各都道

府県の条例で定める日
 
・個人の道府県民税及び市町村
民税の納付 
納期限：8月中において市町村

の条例で定める日 

その他の納税に関するご質問やご不明な点がございましたら、最寄の税務署か顧問税理士にご相談ください。 
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